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表紙

証券コード:6249

第15期
定時株主総会 招集ご通知
　

日時　 2026年6月23日(火曜日) 午前10時
(受付開始:午前9時30分)

場所　
東京都渋谷区代々木神園町一丁目1番
フォレストテラス明治神宮2階 欅の間

議案　
取締役５名選任の件

　

インターネットによる議決権行使期限
2026年6月22日(月) 午後6時入力完了分まで

書面(郵送)による議決権行使期限
2026年6月22日(月) 午後6時到着分まで

株主様へのお知らせ
株主総会にご出席の株主様へのおみやげはご用意しておりません。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
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経営理念

1 次世代に通用する最高の商品・
サービスを提供し、社会に貢献します。
We contribute to society by providing the best products and services for the next generation.

2 常に挑戦を続け、
新しい価値の創造を目指します。
We will continue to take on new challenges and We aim to create new value.

3 全社員が最高のパフォーマンスを発揮できる
環境を整え、継続的な成長を目指します。
We aim to grow by creating an environment that allows us to perform at our best.　

－ 1 －



株主の皆様へ
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株主の皆様へ

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　当社第15期定時株主総会の招集ご通知をお届け申し
上げます。

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。

　当社第15期定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあ

たりまして、ひとことごあいさつ申し上げます。

　2025年度（2025年４月１日から2026年３月31日ま

で）は、国内経済はインバウンド需要の拡大や企業収益、雇

用・所得環境の改善等を背景に緩やかな回復基調となりまし

たが、海外に目を向けると、ウクライナ情勢や中東情勢の深

刻化など、依然として不透明な状況が続いています。そのよ

うな中、当社グループの顧客先であるパチンコホールにおい

ては、光熱費や人件費の上昇などにより設備投資に慎重な姿

勢が見られ、スマートパチスロの普及は底堅く推移したもの

の、スマートパチンコの普及は想定よりも低調に推移し、減

収減益となりました。

代表取締役社長 鈴木  聡

　2025年度の期末配当金につきましては、１株につき50円

とさせていただき、中間配当金50円とあわせ年間配当金は

100円とさせていただきました。配当につきましては、財務

面での健全性を維持しつつ安定配当を行うことを基本方針と

させて頂いており、減収減益予想としておりますが、今期の

配当予想は、年間100円とさせていただきます。株主優待制

度並びに配当につきましては、株主還元策の一つと捉え今後

も経営の最重要課題として取り組んでまいります。

　今後、新たな事業領域の構築を含め、グループ一丸となり

中長期の成長を目指してまいりますので、株主の皆様におか

れましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。

株式会社ゲームカードホールディングス
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SDGsへの取り組み

SDGsへの取り組み

1
　

川崎ブレイブサンダース「＆ONE」への協賛
　本年も昨年に引き続き、B.LEAGE所属のプロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」への協賛を行うと
ともに、「＆ONE」（※）のオフィシャルパートナーとして取り組みを行いました。
　今期の活動につきましては、昨シーズンに引き続き「車いすTouch Hoops」ならびに「KAWASAKI LIGHT UP 
STAGE」、とどろきアリーナ内就労体験等への協賛を実施いたしました。
就労体験は、川崎市内の就労支援機関などで支援を受けている方や、知的・精神障がいをお持ちの方へ、就労体験の機
会や「働きがい」を感じてもらえる場の提供を行っています。この取組を通じて、障がい者の皆さまが社会参加へと踏
み出すきっかけの一助になれればと通年で協賛させていただきました。
　また、2025年10月15日には当社の冠ゲームを行い、多くのお客様に観戦いただきました。引き続き当社は、＆ONE
オフィシャルパートナーとして、川崎ブレイブサンダースのSDGsの活動を支援してまいります。
※「＆ONE」とは？　（ＨＰ：https://kawasaki-bravethunders.com/lp/and-one/）
バスケットボールやホームゲームを通じて、すべての人に「健康」と「働きがい」の機会を提供し、川崎をより「住ん
で幸せな街」にすること、にコミットすることを目的とした川崎市と川崎ブレイブサンダースが推進するプロジェクト
です。

－ 3 －
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SDGsへの取り組み

SDGsへの取り組み

２
　

車いすTouch Hoops の通年支援
　今期の活動につきましては、昨年に続き川崎ブレイブサンダースのホーム戦時に（屋外のため雨天時は中止）、試合
観戦にご来場いただいた方に、気軽に車いすバスケットボールを体験いただき、身近に感じていただく「車いすTouch 
Hoops」を通年にわたり支援させていただきました。実際に競技用車いすに座り、年齢や性別、体格差などが関係のな
い競技の魅力に触れていただく機会として、多くの来場者の皆様にご参加いただき、大変好評のお声をいただきまし
た。

３
　

KAWASAKI LIGHT UP STAGE の開催
　今期の活動につきましては、川崎ブレイブサンダースのホーム戦のうち４試合で、試合前のショータイムに一芸に
秀でた川崎にゆかりある方々へパフォーマンス機会を提供し、川崎をより住んで幸せな街にすることに寄与する
ことを目的に実施している「KAWASAKI LIGHT UP STAGE」への協賛を実施いたしました。
　川崎をホームタウンとする女子バレーボールチームNECレッドロケッツ川崎の専属チアチーム「SPARKLES」
の皆様によるオープニングショーを皮切りに、シーズンを通して全４回のステージ開催により、多くの方にパフ
ォーマンス機会を提供するとともに、会場を盛り上げていただきました。

その他協賛

1
　

サンロッカーズ渋谷への協賛
　昨年に続き、同じくB.LEAGE所属のサンロッカーズ渋谷の「S-RINＧ」に対して協賛を行いました。
※「S-RING」とは？　（ＨＰ：https://www.sunrockers.jp/lp/s-ring/）
S-Ringは「社会を一つの輪に。」をコンセプトにSDGs活動を行う社会貢献プロジェクトです。

－ 4 －
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招集ご通知

株 主 各 位 証 券 コ ー ド  6 2 4 9
（発送日）2 0 2 6 年 6 月 ８ 日

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 6 - 1 8 - 1
株式会社ゲームカードホールディングス
（旧商号：株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス）
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 　 聡

第15期定時株主総会招集ご通知

当社ウェブサイト
https://www.gjhd.jp/ir/meeting/

株主総会資料 掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/6249/teiji/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第15期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措
置をとっており、下記の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご
確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、当社証券コード「6249」を入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くだ
さい。）

　なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、株主総
会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

［インターネットによる議決権行使の場合］
当社の指定する議決権行使サイト（https://www.web54.net）において、賛否をご入力のうえ、
2026年6月22日（月曜日）午後6時までに議決権をご行使ください。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、
2026年6月22日（月曜日）午後6時までに到着するようご送付ください。

敬　具

－ 5 －
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招集ご通知

記
1 日　　時 2026年６月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
2 場　　所 東京都渋谷区代々木神園町一丁目1番　フォレストテラス明治神宮　2階　欅の間

（会場が前回と異なりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違
えのないようご注意ください。）

3 目的事項 報告事項 1. 第15期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並び
に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第15期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 議案　取締役５名選任の件

4 議決権行使にあたっ
ての注意事項

・議案に対する賛否についてのお取り扱い
　書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対す
る賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

・複数回議決権を行使された場合のお取り扱い
　インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネ
ットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、イン
ターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な
議決権行使としてお取り扱いいたします。

・代理人より議決権を行使される場合のお取り扱い
　委任状を議決権行使書とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げ
ます。なお代理人の資格は、議決権を行使できる他の株主様1名に限るものとさせて
いただきます。

・後述の【議決権行使についてのご案内】もあわせてご参照ください。

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事
項を掲載いたします。

　● 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、お送りする書面には記
載しておりません。

① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を
作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

以　上

－ 6 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年6月23日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2026年6月22日（月曜日）
午後6時入力完了分まで

2026年6月22日（月曜日）
午後6時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案
◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を反対する場合
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

株式会社ゲームカードホールディングス

（
切
取
線
）

株式会社ゲームカードホールディングス

株式会社ゲームカードホールディングス

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。

－ 7 －



2026/05/26 18:34:57 / 25298888_株式会社ゲームカードホールディングス_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェ
ブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

株式会社ゲームカードホールディングス

株式会社ゲームカードホールディングス

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

株式会社ゲームカードホールディングス

株式会社ゲームカードホールディングス

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9：00～21：00）

－ 8 －
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取締役５名選任の件

株主総会参考書類
議案 取締役5名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 す ず

鈴
き

木
 

　
 

　
さ と る

聡 代表取締役社長 再 任
　

2 は ら

原
 

　
 

　
あ き  

明
ひ こ

彦 取締役 再 任
　

3 つ か

塚
の

野
 

　
の ぶ

信
あ き

明 取締役 再 任
　

4 え の

榎
も と  

本
 

　
よ し

善
の り

紀 社外取締役 再 任 社 外
　

5 お

小
ぐ ら

倉
 

　
と し

敏
お

男 社外取締役 再 任 社 外
　

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者

　本定時株主総会終結の時をもって取締役５名が任期満了となりますので、改めて取締役５名の選任をお願いする
ものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

－ 9 －



2026/05/26 18:34:57 / 25298888_株式会社ゲームカードホールディングス_招集通知_電子提供措置用

取締役５名選任の件

候補者番号

1 す ず

鈴
 

 
き

木
 

　
 

 
 

　
さ と る

聡（1967年６月７日生）
所有する当社の株式数………………… 5,900株
取締役会出席状況……………………… 6/6回　　

再 任
　

［略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況］
    1991年    4 月 ベンホーガンコーポレーシ

ョン（米国）入社
    2015年    6 月 マミヤ・オーピー株式会社

代表取締役社長
    2015年    6 月 エフ・エス株式会社　　　

代表取締役社長

    2017年    6 月 当社社外取締役
    2022年    6 月 日本ゲームカード株式会社

取締役副社長
    2022年    6 月 当社代表取締役社長（現任）
    2023年    4 月 日本ゲームカード株式会社

代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由
　長年にわたる製造業での企業経営経験と豊富な知見により、当社グループの経営基盤の強化
と企業価値向上のため、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

　
候補者番号

2 は ら

原
 

 
 

　
 

　
 あ き

明
 

 
ひ こ

彦（1962年１月15日生）
所有する当社の株式数………………… 400株
取締役会出席状況……………………… 6/6回　　

再 任
　

［略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況］
    1995年    4 月 日本レジャーカードシステ

ム株式会社（現：日本ゲー
ムカード株式会社）入社

2020年    4 月 日本ゲームカード株式会社　　　　　　　　
執行役員管理副本部長

    2021年    6 月 当社取締役（現任）

    2022年    6 月 日本ゲームカード株式会社
取締役管理副本部長

2023年    6 月 日本ゲームカード株式会社
取締役管理本部長（現任）

取締役候補者とした理由
　商品企画・開発関連業務・営業といった子会社の主要業務を経験し、総務・人事・経理・財
務などの統括管理業務を担当するなど、その経験と見識を活かし、企業価値の向上を実現させ
るために適切な人材と判断したため、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであ
ります。

　

－ 10 －
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取締役５名選任の件

候補者番号

3 つ か

塚
 

 
の

野
 

　
の ぶ

信
 

 
あ き

明（1961年９月10日生）
所有する当社の株式数………………… 1,400株
取締役会出席状況 6/6回　　

再 任
　

［略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況］
    1994年    6 月 日本ゲームカード株式会社

入社
    2011年    4 月 同社執行役員営業副本部長
    2017年    2 月 同社執行役員営業本部長

    2020年    6 月 同社取締役営業本部長
2023年    6 月 当社取締役（現任）
2024年    6 月 日本ゲームカード株式会社

専務取締役（現任）

取締役候補者とした理由
　長年にわたり子会社の営業を経験し、営業部門を統括してきた知見を活かし、引き続き当社
の取締役として選任をお願いするものであります。

　

候補者番号

4 え の

榎
 

 
も と  

本
 

　
よ し

善
 

 
の り

紀（1968年９月27日生）
所有する当社の株式数………………… 0株
取締役会出席状況……………………… 6/6回　　

再 任

社 外
　

［略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況］
    1988年    3 月 株式会社ユニオン（現：株

式会社京楽）入社
    1996年    6 月 株式会社ハックベリー

（現：株式会社京楽産業ホ
ールディングス）　　　　
代表取締役社長（現任）

    2006年    8 月 京楽産業．株式会社　　　
代表取締役社長（現任）

    2008年    6 月 株式会社まさむら遊機
（現：株式会社オッケ
ー．）取締役（現任）

    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2025年    6 月 ニッコウ電気株式会社　　

取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　長年にわたる企業経営者としての豊富な経験及び業界に対する知見に基づき、当社経営の重
要事項の決定に際し、有用な意見・助言をいただけるとともに、業務執行を行う経営陣から独
立した立場で、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判
断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

　

－ 11 －
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取締役５名選任の件

候補者番号

5 お

小 
ぐ ら

倉
 

　
と し

敏 
お

男（1962年３月12日生）
所有する当社の株式数………………… 0株
取締役会出席状況 ４/4回　　

再 任

社 外
　

［略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況］
    1989年    5 月 株式会社ＳＡＮＫＹＯ入社
    2012年    4 月 同社執行役員知的財産本部

長　兼　知的財産部長
    2015年    4 月 同社常務執行役員知的財産

本部長
    2015年    6 月 日本パチスロ特許株式会社

代表取締役
    2018年    4 月 株式会社ＳＡＮＫＹＯ

専務執行役員知的財産本部
長

    2022年    4 月 同社専務執行役員商品本部
長

    2025年    6 月 同社代表取締役専務執行役
員商品本部長

    2025年    6 月 当社取締役（現任）
    2025年    6 月 株式会社ＳＡＮＫＹＯ

代表取締役社長C E O 兼
C O O（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　長年にわたる業界における知的財産領域での豊富な経験に基づき、当社経営の重要事項の決
定に際し、有用な意見・助言をいただけるとともに、業務執行を行う経営陣から独立した立場
で、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、引き
続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

　

（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 榎本善紀氏と小倉敏男氏は、社外取締役候補者であります。
3. 榎本善紀氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となります。
4. 小倉敏男氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって１年となります。
5. 当社は、各取締役候補者との間で補償契約を締結しておりません。また、現時点において締結予定もありません。
6. 当社は、社外取締役である榎本善紀、小倉敏男の両氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任を法令が規定する限度

額に限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は上記責任限定契約を継続する予定です。
7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる

損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険者に含めら
れることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上

－ 12 －
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事業の経過及びその成果

第15期事業報告（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

売 上 高

253億85百万円
前年同期比

33.1％減
　

経常利益

50億83百万円
前年同期比

45.9％減
　

営業利益

45億34百万円
前年同期比

49.7％減
　

親会社に帰属する
当期純利益

32億62百万円
前年同期比

50.5％減
　

Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や、インバウンド消費の増加、企業の設備投資
増加などを背景に緩やかな回復基調で推移しました。一方で、米国の通商政策動向や為替変動の影響、継続的な
物価上昇などに加え、ウクライナ情勢の長期化、期末にかけての中東情勢の悪化により、原油をはじめとするエ
ネルギー・資源価格が高騰するなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　そうした中、遊技業界においては、光熱費や人件費の上昇などにより設備投資に慎重な姿勢が見られ、スマー
トパチスロの普及は底堅く推移したものの、スマートパチンコの普及は想定よりも低調に推移いたしました。
　当連結会計年度における売上高は25,385百万円（前年同期比33.1％減）、営業利益は4,534百万円（前年同
期比49.7％減）、経常利益は5,083百万円（前年同期比45.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は
3,262百万円（前年同期比50.5％減）となりました。
　販売品目別の業績状況は、次のとおりであります。
　機器売上高は、18,694百万円（前年同期比36.4％減）となりました。
　カード売上高は、2,388百万円（同6.6％減）となりました。
　システム使用料収入は、3,903百万円（同6.1％減）となりました。
　その他売上高は、398百万円（同78.1％減）となりました。

－ 13 －
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設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

2. 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は1,644百万円であります。その主な内容は、事業基盤の整備・拡
充に向けたシステム開発1,304百万円、カードユニット等の機能追加・金型等の取得159百万円、加盟店用通信
機器の取得123百万円、事務所設備の取得34百万円であります。

3. 資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。

4. 対処すべき課題
　当社グループが事業を展開する遊技業界では、規制環境や市場規模が大きく変化する中、市場規模は縮小傾向
にあります。
　このような環境下、当社グループが中長期的な成長を維持し、経営基盤を一層強固なものとするために、コー
ポレートガバナンスの強化を図るとともに、サステナビリティを推し進めていくため、以下の課題に取り組んで
まいります。
①調達プロセスの見直し及び生産体制の強化
　原材料価格の高騰及び調達難への対応を最重要課題と認識しており、安定的な原材料調達が行えるよう、複数
購買をはじめ、調達プロセスの改善を行ってまいります。また需要に応じた生産が可能となるよう、生産体制の
見直しを行ってまいります。
②市場の変化に合わせたDX化の推進
　コスト意識が一層高まるパチンコホールに対応するため、また競争力強化のために、社会的ニーズや市場ニー
ズを的確に捉えた新たな製品、サービスへの開発投資が不可欠となります。開発手法の改革や製造・購買・物
流・システムの体制維持に関して最適化に努めるとともに、あらゆる業務を対象にその在り方を抜本的に見直
し、DX化を推進してまいります。
③開発投資の選択と集中
　研究開発投資については、加盟店の維持・獲得に資する開発投資はもとより、あらたな事業の構築に向けた研
究への投資も必要不可欠と考えております。開発投資に係る事業性検証のあり方をいま一度見直すとともに、選
択と集中を図ってまいります。
④新規事業領域への挑戦
　今後中長期的に成長していくためには、新たな事業領域を構築していくことが不可欠であると考えており、
M&A、資本業務提携等、継続的に検討を重ね実現させることにより継続的な成長を目指してまいります。
⑤人的資本への投資
　企業の継続性と価値向上を図っていく上で人材戦略は重要な経営タスクであると考えております。外部環境や
内部環境の変化に対応できる人材の教育に注力するとともに、外部人材の採用を進めております。従来の業務の
枠組みにとらわれることなく、より柔軟かつ機動的な組織力の強化に努めてまいります。

－ 14 －
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直前3事業年度の財産及び損益の状況

25,385
21,691

36,289 37,946

第12期
（2023年3月期）

第15期
（2026年3月期）

第14期
（2025年3月期）

第13期
（2024年3月期）

（単位：百万円）売上高

4,5344,465

10,523
9,016

第12期
（2023年3月期）

第15期
（2026年3月期）

第14期
（2025年3月期）

第13期
（2024年3月期）

（単位：百万円）営業利益

5,0834,639

10,774
9,388

第12期
（2023年3月期）

第15期
（2026年3月期）

第14期
（2025年3月期）

第13期
（2024年3月期）

（単位：百万円）経常利益

3,262
4,299

7,550
6,586

第12期
（2023年3月期）

第15期
（2026年3月期）

第14期
（2025年3月期）

第13期
（2024年3月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

232.59
309.82

527.77
456.96

第12期
（2023年3月期）

第15期
（2026年3月期）

第14期
（2025年3月期）

第13期
（2024年3月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益

66,314

60,376
54,603

65,570 67,014

58,60054,376
46,039

第12期
（2023年3月期）

第15期
（2026年3月期）

第14期
（2025年3月期）

第13期
（2024年3月期）

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

区　分 第12期
（2023年3月期）

第13期
（2024年3月期）

第14期
（2025年3月期）

第15期
（当連結会計年度）
（2026年3月期）

売上高 21,691 36,289 37,946 25,385
営業利益 4,465 10,523 9,016 4,534
経常利益 4,639 10,774 9,388 5,083
親会社株主に帰属する当期純利益 4,299 7,550 6,586 3,262
1株当たり当期純利益 309円82銭 527円77銭 456円96銭 232円59銭
純資産 46,039 54,376 58,600 60,376
総資産 54,603 65,570 67,014 66,314

5. 直前3事業年度の財産及び損益の状況

（単位：百万円）

（注）記載金額（1株当たり当期純利益を除く）は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

日本ゲームカード株式会社 5,500
百万円

100.00％ パチンコプリペイドカードシステム関連事業

会社名 住　所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

日本ゲームカード株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目18番１号 11,390百万円 39,780百万円

6. 重要な親会社及び子会社の状況
(1) 親会社との関係
　該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

(3) 当事業年度末日における特定完全子会社の状況

7. 主要な事業内容
　当社グループは、パチンコプリペイドカードの発行及び販売、遊技機用プリペイドシステム機器の企画・開
発・販売・貸与及び保守等を主な事業としております。
（当社の事業内容）
　当社は、子会社である日本ゲームカード株式会社の経営管理及びそれに付帯･関連する事業を行うことを目的
とする持株会社であります。

当　社 本　社 東京都新宿区

日本ゲームカード株式会社

本　社 東京都新宿区

営業所
北海道（札幌市）、北日本（仙台市）、名古屋（名古屋市）、大阪（大阪
市）、広島（広島市）、九州（福岡市）

8. 主要な営業所

－ 16 －
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従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従業員数 前連結会計年度末比増減

190名 20名減

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

５名 ４名減 52歳６ヶ月 13年５ヶ月

9. 従業員の状況
(1) 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は、臨時従業員を除いております。

(2) 当社の従業員の状況

（注）従業員数は、子会社からの出向者を含み、臨時従業員を除いております。

10. 主要な借入先の状況
　当連結会計年度末における借入はありません。

11.その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2025年10月１日に、商号を株式会社ゲームカードホールディングスに変更いたしました。

－ 17 －



2026/05/26 18:34:57 / 25298888_株式会社ゲームカードホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社の株式に関する事項

株主名 持株数 持株比率

株 ％
株式会社ＳＡＮＫＹＯ 1,401,600 9.99
マミヤ・オーピー株式会社 1,316,000 9.38
JEFFERIES　LLC-SPEC　CUST　AC　FBO　CUSTOMER 984,500 7.01
株式会社平和 612,000 4.36
京楽産業. 株式会社 611,900 4.36
サミー株式会社 611,900 4.36
株式会社大一商会 611,900 4.36
株式会社ニューギン 611,900 4.36
株式会社藤商事 611,900 4.36
株式会社サンセイアールアンドディ 463,000 3.30
株式会社三洋物産 463,000 3.30
株式会社大都技研 463,000 3.30

Ⅱ. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 50,000,000株
2. 発行済株式の総数 14,026,777株（自己株式654,623株を除く）
3. 株主総数 15,944名
4. 大株主（上位12名）

（注）1. 当社は、自己株式を654,623株保有しております。
2. 持株比率は、自己株式（654,623株）を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　当社は、2025年6月19日付で、取締役3名（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬として当社普通
株式1,800株の自己株式を交付しております。
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会社の新株予約権等に関する事項

Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 鈴　木　　　聡 日本ゲームカード株式会社　代表取締役社長

取締役 原　　　明　彦 日本ゲームカード株式会社　取締役

取締役 塚　野　信　明 日本ゲームカード株式会社　専務取締役

取締役 榎　本　善　紀
株式会社京楽産業ホールディングス　代表取締役社長
京楽産業．株式会社　代表取締役社長
株式会社オッケー．　取締役
ニッコウ電機株式会社　取締役

取締役 小　倉　敏　男 株式会社ＳＡＮＫＹＯ　代表取締役社長ＣＥＯ 兼 C O O

常勤監査役 畑　山　　　悟

監査役 堀　内　文　隆 Ｊ-ＮＥＴ株式会社　特別顧問

監査役 渡 慶 次　憲 彦
株式会社ＨＬＳグローバル　代表取締役
Ｈｏｔｔａ Ｌｉｅｓｅｎｂｅｒｇ Ｓａｉｔｏ　ＬＬＰパートナー
日本ドライケミカル株式会社　監査役

Ⅳ. 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の氏名等

（注）1. 取締役榎本善紀氏、同小倉敏男氏は、社外取締役であります。
2. 監査役堀内文隆氏及び渡慶次憲彦氏は、社外監査役であります。
3. 監査役渡慶次憲彦氏は、会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 監査役堀内文隆氏、渡慶次憲彦氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
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会社役員に関する事項

2. 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める限度額
としております。

3. 補償契約の内容の概要
　該当事項はありません。

4. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当
社取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償が
なされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとし、保険料は全額当社が負担しており
ます。ただし贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害などは補償対象外とすることに
より、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

5. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
(１) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は「役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下決定方針という）」を2025年６月19日開催の取
締役会決議により定めております。

1．基本方針
当社の取締役の報酬は、遊技業界・当社グループにおける当社の使命・役割及び当社取締役の各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

2．基本報酬（金銭報酬）
基本報酬は、金銭の固定報酬とし、毎月固定額及び毎年度１回の臨時固定額とし、各役位を考慮して決定
する（事情によっては支給しないこともできる）

3．退職慰労金（金銭報酬）
退職慰労金は、在任中の労に報いるため、役員退職慰労金規程に基づき支給する。

4．譲渡制限付株式（非金銭報酬）
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め
ることを目的として、取締役（社外取締役を除く。）を対象に譲渡制限付株式を付与することとする。

5．取締役の個人別の報酬等の額の割合とその額の決定に関する方針
取締役会は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容の決定の全部又は一部を代表取締役
社長に委任する。当該代表取締役社長は、委任された権限の行使後、取締役会に報告することとする。
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会社役員に関する事項

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
非金銭報酬等

（譲渡制限付株式報酬）
役員退職慰労

引当金
取締役

(うち社外取締役)
109
（7）

96
（7）

4
（－）

8
（0）

6
（３）

監査役
（うち社外監査役）

22
（7）

21
（7）

－
（－）

1
（0）

3
（２）

(２) (１) 以外の会社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
　該当事項はありません。

(３) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の報酬等の額は、2012年６月26日開催の第１期定時株主総会において、年間総額400百万円以内（使
用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員
数は５名です。
　また、金銭報酬とは別枠で、2025年６月19日開催の第14回定時株主総会において、株式報酬の額として年
額40百万円以内、株式数の上限を年２万株以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該株主総
会終結時点の対象取締役の員数は、3名であります。
　監査役の報酬等の額は、2012年６月26日開催の第１期定時株主総会において、年間総額50百万円以内と定
められております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

(４) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴木聡が業務執行取締役の個人別の報酬等を決定し
ております。委任する権限の内容は、報酬額及び支払方法の決定であります。報酬額の決定を委任した理由は、
事業環境や事業の進捗等の大局を踏まえつつ、社外取締役の意見や監督を仰ぎながら、各取締役の行動や貢献、
各取締役に期待される事柄を最も良く評価できる立場にあるのが代表取締役社長であり、適切妥当な決定を期待
することができると判断したためであります。取締役会は報告を受け、権限行使の内容が決定方針に沿うもので
あると判断しております。

(５) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

（注）1. 上記には、2025年6月19日付で退任した取締役1名を含んでおります。
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会社役員に関する事項

地　位 氏　名 重要な兼職の状況

社外取締役 榎　本　善　紀
株式会社京楽産業ホールディングス　代表取締役社長
京楽産業．株式会社　代表取締役社長
株式会社オッケー．　取締役
ニッコウ電機株式会社　取締役

社外取締役 小　倉　敏　男 株式会社ＳＡＮＫＹＯ　代表取締役社長　ＣＥＯ 兼 C O O

社外監査役 堀　内　文　隆 Ｊ-ＮＥＴ株式会社　特別顧問

社外監査役 渡 慶 次　憲 彦
株式会社ＨＬＳグローバル　代表取締役
Ｈｏｔｔａ Ｌｉｅｓｅｎｂｅｒｇ Ｓａｉｔｏ　ＬＬＰパートナー
日本ドライケミカル株式会社　監査役

6. 社外役員に関する事項
(1) 重要な兼職先と当社との関係

（注）1. 京楽産業．株式会社及び株式会社ＳＡＮＫＹＯは当社の大株主であります。
2. 株式会社京楽産業ホールディングス、株式会社オッケー．、Ｊ-ＮＥＴ株式会社、株式会社ＨＬＳグローバル、Ｈｏｔｔａ Ｌｉｅｓ

ｅｎｂｅｒｇ Ｓａｉｔｏ及び日本ドライケミカル株式会社との間に取引関係はなく、その他にも開示すべき関係はありません。
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会社役員に関する事項

地　位 氏　名 主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に
関して行った職務の概要

社外取締役 榎　本　善　紀

当事業年度開催の取締役会６回のうち６回全てに出席し、議案審議等
に必要な発言を適宜行っております。また、業界の現状と照らしあわ
せた問題提起などが期待されるところ、遊技業界での長年にわたる企
業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、商品開発などの
個別案件について業界の状況を踏まえた問題提起や意見表明を行うな
ど、妥当且つ適正な意思決定に寄与しております。

社外取締役 小　倉　敏　男

当事業年度開催の取締役会４回のうち４回全てに出席し、議案審議等
に必要な発言を適宜行っております。また、業界全般の抱える課題と
対処などについて有益な示唆を受けることが期待されるところ、遊技
業界における長年にわたる知的財産領域での豊富な経験と幅広い見識
に基づき、当社がとるべき施策などについて適切な助言を行うなど、
妥当且つ適切な意思決定に寄与しております。

社外監査役 堀　内　文　隆
当事業年度開催の取締役会６回のうち６回全てに出席し、また、当事
業年度開催の監査役会７回のうち７回全てに出席し、議案審議等に必
要な発言を適宜行っております。

社外監査役 渡 慶 次　憲 彦
当事業年度開催の取締役会６回のうち５回出席し、また、当事業年度
開催の監査役会７回のうち７回全てに出席し、議案審議等に必要な発
言を適宜行っております。

(2) 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
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会計監査人の状況

赤坂有限責任監査法人

（１） 当事業年度に係る報酬等の額 12百万円

（２）
当社及び子会社が支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額
40百万円

Ⅴ. 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称
　赤坂有限責任監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬の額を区分しておりませんので、（１）の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を
含めて記載しております。

2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の
監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状
況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について
会社法第399条第１項の同意を得ております。

3. 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員
の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監
査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案
いたします。
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Ⅵ. 会社の体制及び方針

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保す
るための体制

(１) 内部統制システムの基本方針
　会社法第362条第５項（第４項第６号）に基づき、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を明らか
にするとともに、会社法施行規則第100条に定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関するもので
ある。内部統制システムは、不断の見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を作ることを目的
としている。
　当社グループの経営が誰のために行われているかを明らかにし、株主の視点に立って、経営の効率性や経営の
公正性をチェックすることをコーポレート・ガバナンスの大原則と考え、コンプライアンス体制並びにリスク管
理体制を有効に機能させ、その体制の強化を図るために、以下、内部統制システムの構築・運用に関する基本方
針を定める。なお、本基本方針は、取締役会決議によらなければ変更することができない。

① 基本方針
　内部統制システムの構成は以下のとおりとし、当該フレームワークに準拠して内部統制システムを継続的に
運用し、経営の効率性とのバランスにおいてその有効性を常時維持するための施策を講じなければならない。

内部統制システム 企業外部からの
チェックシステム

企業内部からの
チェックシステム

IR窓口、個人情報
相談窓口等の設置

役職員の高度な
倫理観の醸成

モニタリング制度及
び基準の制定・改廃

－ 26 －



2026/05/26 18:34:57 / 25298888_株式会社ゲームカードホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社の体制及び方針

② チェック体制の構築
　上場会社としての情報開示体制に加え、各種ステークホルダー（株主、顧客、取引先、従業員等）からのフ
ィードバックが得られるよう、情報開示体制を強化するとともに、フィードバック窓口等の設置によりチェッ
クシステムを機能させるものとする。

③ 役職員の高度な倫理観の醸成
　高い倫理観と誠実さを基本とする人間集団を醸成し事業に取り組む方針であることから、「企業倫理規程」
を制定し、内部統制システムのインフラとして、また、事業推進活動のインフラとして、「企業倫理規程」の
浸透に努めるものとする。

④ モニタリング制度及び基準の制定・改廃
　内部監査制度や予算統制制度等のモニタリングシステム及びモニタリング基準としての各種規程、マニュア
ル類を整備し、今後の事業環境、経営環境の変化に合せて、モニタリング制度及びモニタリング基準を継続的
に制定、修正、統廃合していくものとする。

(２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　各取締役の業務執行並びに経営意思決定に係る情報の保存及び管理に関し、以下の体制を継続的に維持し必要
に応じて修正するものとする。

① 各種会議及び取締役会の議事録に関し、取締役会及び監査役会における監督体制を確保するために、検索、　　
閲覧しやすいファイリングシステムを維持するものとする。

② 代表取締役が決裁する稟議書・決裁書は、取締役会及び監査役会における監督体制を確保するために、検
索、閲覧しやすいファイリングシステムを維持する。

③ 各種会議及び取締役会の報告事項・決議事項については、経営環境に合せて適宜見直すこととする。

④ 稟議書、決裁書、議事録、会議付議資料の取扱いについては、文書管理規程等に定めるものとする。
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(３) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループのリスクマネジメント体制（リスク回避のための体制）及び危機管理体制（リスクが顕在化した
場合の体制）の強化のため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。

① 当社グループの事業計画の立案及び進捗管理、内部監査部における当社グループに対する実地監査におい
て、事業リスクを考慮したチェック体制を維持する。

② 当社グループは、平素のリスク管理意識の高揚とリスク防止体制を構築することを目的にリスクマネジメン
ト規程を制定し、リスク管理指針を明確にする。

③ 当社グループは、リスクマネジメント規程に基づき、コンプライアンス・リスク等管理委員会活動、リスク
管理主管部門活動、緊急対策本部の設置等、リスクに対する組織的対応を実施するとともに、運用状況のモ
ニタリング体制を構築する。

④ 当社グループは、個人情報相談窓口等外部からの情報フィードバック窓口を設置し、フィードバック情報の
分析体制を構築する。

⑤ モニタリング結果に関する取締役会への報告体制を構築する。

(４) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社グループの取締役の業務執行並びに経営意思決定に関する職務執行が効率的に行われることを確保するた
め、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。

① 当社グループの事業計画立案に際して、各取締役の役割、責任を明らかにし、予算統制並びに監査役監査に
おけるモニタリングを容易にする。また、計画の実行可能性の確保のため、要員・資金等の経営資源を適正
に配分・再配分することとする。

② 当社グループの役職員の業務執行に関しては、職務責任一覧及び各業務規程に準拠して行い、経営環境の変
化に合せて規程のメンテナンスを行うものとする。

③ 当社グループの事業計画と目標管理制度のリンケージ及び目標進捗チェック体制を確保し、当社グループの
全役職員が経営目標に邁進する体制を構築する。
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④ 当社グループの取締役の職務執行の支援体制として、必要に応じて弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、
社会保険労務士等、社外の専門家との相談体制を確保するものとする。

(５) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社グループのコンプライアンス体制の強化のため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するもの
とする。

① 当社グループにおける企業倫理規程の浸透・普及活動を推進し、定期的に法令・定款の遵守状況をモニタリ
ングするコンプライアンス・リスク等管理委員会を設置する。当委員会の委員長は当社取締役とする。

② コンプライアンス違反の抑止体制を構築することを目的に当社グループのコンプライアンスに関する規程を
制定し、コンプライアンス管理指針を明確にするとともに、コンプライアンスに関する規程の遵守状況をコ
ンプライアンス・リスク等管理委員会及び内部監査等でモニタリングする体制を構築する。

③ 当社グループの役職員に対する企業倫理及びコンプライアンスに関する社内周知等の体制を構築する。

④ モニタリング結果の取締役会への報告体制を構築し、緊急事態が発生した場合は緊急対策本部等を設置す
る。

(６) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　企業集団における業務の適正を確保するため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとす
る。

① 常勤監査役、内部監査部長は、内部統制システムが有効に機能するように、グループ会社の監査役、内部監
査部門、予算統制部門等との情報交換を必要に応じて実施するものとする。

② グループ会社と取引が発生する場合は、取引基本契約書を締結し、取引内容につき内部監査、監査役監査の
対象とするものとする。
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③ グループ会社において、規模・事業特性に応じた内部統制システムを独自に構築させるとともに、当社内部
統制システムのチェック対象とするものとする。

④ 子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内規程等に基づき、当社へ事前協議等が行われる体
制を構築する。

(７) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役の職務を支援するため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。

① 内部統制システムの運用チェック部門である内部監査部は、監査役監査に全面的に協力するものとする。

② 監査役会から会社法施行規則第100条第3項第1号に関する要求が為された場合には、監査役会の意見を尊重
し、速やかに専任者を配置するものとする。

(８) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項

　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関し、
以下のように取り決める。

① 監査役会の依頼に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人を選任する場合には、当該使用人は監査役の指
揮命令下に置くものとし、取締役及びその使用人の指揮命令は受けないものとする。

② 監査役の職務を補助すべき使用人が他の業務を兼務すること、当該使用人の人事考課、人事異動に関して
は、監査役の同意を得るものとする。

(９) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する体制
　監査役への報告体制の確立のため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。

－ 30 －



2026/05/26 18:34:57 / 25298888_株式会社ゲームカードホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社の体制及び方針

① 監査役は、社内の全ての会議、委員会に出席し、また社内の全ての資料を閲覧し意見を述べることができ
る。その際、監査役から報告依頼等が為された場合、役職員は、監査役の要求に協力しなければならない。

② 役職員は、監査役に以下の内容を含む当社グループの重要事項を定期的に報告しなければならない。
・内部監査結果
・予算統制結果
・コンプライアンス体制の運用結果
・リスク管理体制の運用結果
・外部からのフィードバック情報
・会計監査人、証券取引所、監督官庁からの依頼事項、提出文書

③ 当社グループの取締役・監査役及び使用人又は、これらの者から報告を受けた者は、以下の事項を監査役に
報告するものとする。

・当社グループにおける法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・内部通報制度の運用及び通報の内容

④ 当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを一切行わないものとする。

(10) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項

① 当社グループは、監査役がその職務の執行について、会社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の
請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合
を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

② 当社グループは、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、予算を計上するものと
する。
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(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制は、以下のとおりとする。
　監査役監査が円滑に行われるように、取締役は、監査役監査の重要性を認識し、各部門長及び社員に協力体制
を指導する。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社は上記の内部統制システムに基づき、当事業年度において適切な運用を行ってきております。主な運用状
況については以下のとおりです。

(１) コンプライアンス体制
　当社は、当社グループにおけるコンプライアンス体制の基礎となるコンプライアンス規程に則り、役職員に対
して法令・定款・社内規程等の遵守を徹底しております。また、公益通報者保護法並びにコンプライアンス規程
に基づき「コンプライアンス通報・相談窓口」を設置することで、コンプライアンスの実効性の向上に努めてお
ります。

(２) リスク管理体制
　経営における重大な損失、不利益等を最小限にするため、リスクマネジメント規程に基づき、コンプライアン
ス・リスク等管理委員会により、リスクの把握・評価・対応策等によるリスク管理を継続的に行っております。
また経営に与える影響が大きいと思われるリスクに関しては、取締役会に報告され、リスクの共有及び対応を図
っております。

(３) 取締役の職務執行
　取締役会を６回、法令・定款・社内規程等で定められた事項や経営方針、予算の策定等の経営に関する重要事
項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役を選任し、取締役会によ
る当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。
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(４) グループ管理体制
　取締役会において当社並びにグループ会社の経営状況等の報告をしており、現状を把握できる体制になってお
ります。また、当社の内部監査部が当社並びにグループ会社の業務監査を定期的に実施しております。
　内部監査は、グループ各部門の業務監査報告を社長に直接行うことで、取締役による適切な職務執行を確保し
ております。

(５) 監査役の職務執行
　監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されております。当事業年度においては、７回開催して
おり、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換等が行われております。監査役
３名は当事業年度に開催された取締役会にも出席し、重要な職務執行に関する意思決定を監督しております。
　また、常勤監査役は、取締役会等重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人及び内部監査部と情報交換を
行い、取締役の職務の執行について監視をしております。

(６)剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は株主への適正な利益還元を最重要の経営課題の一つと考え、財務面の健全性を維持しつつ、安定配当を
行うことを利益配分の基本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、2026年５月14日開催の取締役会決議に基づき、１株あたり50円とさせて
いただきました。これにより、１株当たりの年間配当金は、中間配当金とあわせて100円となります。
　なお、当社は取締役会決議により剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。

　本事業報告中における金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表（2026年3月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
営業未収入金
リース投資資産
有価証券
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
その他

無形固定資産
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
その他

投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

50,489
11,327

20
1,987
316
120

27,010
9,062
157
486
△0

15,825
638
638

1,505
200
1,304

0
13,681
12,928
354
423
△24　

負債の部
流動負債 3,254
支払手形及び買掛金 1,070
営業未払金 7
リース債務 142
賞与引当金 150
株主優待引当金 61
未払法人税等 289
その他 1,532

固定負債 2,684
リース債務 229
役員退職慰労引当金 51
退職給付に係る負債 463
繰延税金負債 33
その他 1,907

負債合計 5,938
純資産の部
株主資本 60,446
資本金 5,956
資本剰余金 5,520
利益剰余金 50,309
自己株式 △1,339

その他の包括利益累計額 △70
その他有価証券評価差額金 △70

純資産合計 60,376
資産合計 66,314 負債及び純資産合計 66,314
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連結損益計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日） （単位：百万円）

科目 金額
売上高 25,385
売上原価 14,555
売上総利益 10,829
販売費及び一般管理費 6,295
営業利益 4,534
営業外収益

受取利息 392
受取配当金 59
特許料収入 103
その他 14 569

営業外費用
支払利息 6
投資有価証券売却損 2
為替差損 8
その他 3 20

経常利益 5,083
特別利益

投資有価証券売却益 119 119
特別損失

投資有価証券評価損 438 438
税金等調整前当期純利益 4,765

法人税、住民税及び事業税 1,560
法人税等調整額 △57 1,503

当期純利益 3,262
親会社株主に帰属する当期純利益 3,262
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貸借対照表

計算書類
貸借対照表（2026年3月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部

流動資産

現金及び預金

有価証券

前払費用

その他

固定資産

有形固定資産

建物

工具、器具及び備品

無形固定資産

ソフトウェア

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

その他　

21,621

1,519

20,013

18

69

18,158

0

0

0

24

24

18,133

6,741

11,390

0　

負債の部
流動負債 114
未払金 21
未払費用 8
未払法人税等 16
賞与引当金 3
株主優待引当金 61
預り金 2

固定負債 230
退職給付引当金 6
役員退職慰労引当金 28
繰延税金負債 196

負債合計 344
純資産の部
株主資本 39,505
資本金 5,956
資本剰余金 32,062
資本準備金 2,456
その他資本剰余金 29,605

利益剰余金 2,826
その他利益剰余金 2,826
繰越利益剰余金 2,826

自己株式 △1,339
評価・換算差額等 △70
その他有価証券評価差額金 △70

純資産合計 39,435
資産合計 39,780 負債及び純資産合計 39,780

－ 36 －
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損益計算書

損益計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日） （単位：百万円）

科目 金額
売上高

関係会社経営指導料 196
関係会社受取配当金 1,711

売上総利益 1,908
販売費及び一般管理費 518
営業利益 1,389
営業外収益

受取利息 3
有価証券利息 221
受取配当金 59
その他 5 288

営業外費用
支払手数料 0
固定資産除却損 0
投資有価証券売却損 2 3

経常利益 1,675
特別利益

投資有価証券売却益 119 119
特別損失

投資有価証券評価損 438 438
税引前当期純利益 1,357

法人税、住民税及び事業税 5
法人税等調整額 △7 △1

当期純利益 1,359

－ 37 －
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連結会計監査報告

監査報告

赤坂有限責任監査法人
東京都千代田区
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 荒 川 和 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 井 　 謙

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

株式会社ゲームカードホールディングス
　取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ゲームカードホールディングスの2025年４月１日から
2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社ゲームカードホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 38 －
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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会計監査報告

赤坂有限責任監査法人
東京都千代田区
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 荒 川 和 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 井 　 謙

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

株式会社ゲームカードホールディングス
　取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ゲームカードホールディングスの2025年４月１
日から2026年３月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査役会監査報告

常勤監査役 畑　山　　　悟
社外監査役 堀　内　文　隆
社外監査役 渡慶次　憲　彦

監査報告書
　当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し
た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等
及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に赴きその事業及び財産の状況を調査
いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。なお財務報告に係る内部統制については、取締役等及び赤坂有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め指摘する事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上
2026年5月20日
株式会社ゲームカードホールディングス　監査役会

　

監査役会の監査報告書　謄本
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メモ*電子提供・アクセス通知用*

メ　　モ
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（ご参考)　株主優待のご案内

株主優待制度のご案内
ホームページのご案内

詳しくは当社ＩＲサイトを
ご覧ください。
https://www.gc-holdings.co.jp/ir/benefit/

　

贈呈対象および注意事項
※　毎年３月31日を基準日として、株式名簿（株主番号）により保有株式数および保有期間を確定いたします。

そのため、基準日において単元未満株主となった場合には、保有期間はリセットされます

　

保有期間

保有株式数 1年未満 1年以上3年未満 3年以上

100株以上　500株未満 2,500円相当 3,000円相当 4,000円相当

500株以上 4,000円相当 5,000円相当 6,000円相当

　当社では、株主優待制度は配当を含めた株主還元策の一つと捉え経営の最重要課題と考えております。より多くの株
主様に当社株式を中長期的に保有して頂くことを目的として、保有株数と保有期間に応じて株主優待制度（カタログギ
フト）を実施しております。
お申込み方法等につきましては、６月下旬～７月上旬にご郵送いたします優待カタログをご確認ください。

■ 2026年3月末　対象株主様送付分～
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6,000円
相当

株主優待商品サンプル

6,000円 相当

BEER 大人気のビールセットを集めました

4,000円
相当

3,000円
相当

2,500円
相当

5,000円 相当
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(ご参考)　株主優待商品のご紹介

株主優待商品ご紹介
※掲載商品はイメージとなります。実際の掲載商品とは異なる場合がございますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※お申込み方法は、後日お送りする優待カタログギフトをご確認ください。（６月下旬～７月上旬送付予定）
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※画像はイメージです。

3,000円
相当

2,500円
相当

4,000円
相当

5,000円
相当
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(ご参考)　株主優待商品のご紹介
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地図

定時株主総会会場ご案内図

会 場
東京都渋谷区代々木神園町一丁目１番
フォレストテラス明治神宮２階　欅の間
電話（03）3379-9222（代表）

交 通

原宿口（会場まで約350m）
JR山手線［原宿駅］西口
東京メトロ千代田線・副都心線
［明治神宮前（原宿）駅］
２番出口

代々木口（会場まで約650m）
JR中央線・総武線・山手線
［代々木駅］西口
都営大江戸線［代々木駅］A1・A2出口
東京メトロ副都心線［北参道駅］１番出口

参宮橋口（会場まで約1,000m）
小田急線［参宮橋駅］

スマートフォンで読み取ると、
株主総会会場までのナビゲーションが
ご利用いただけます。

アクセス

●おみやげはご用意しておりません。
　あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
●開催日時や開催場所が変更となる場合がございます。その場合は、イ
ンターネット上の当社HP（https://www.gc-holdings.co.jp）に掲載
させていただきます。株主の皆様におかれましては、事前に、当社ウ
ェブサイトを必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
●会場が前回と異なっております。お間違えのないようご注意ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

桃林荘
参集殿

社務所
客殿

明治神宮ミュージアム

国立代々木競技場
第一体育館

御苑 南
参
道

西
参
道

南池

御社殿

宝物殿
至誠館

国立オリンピック記念
青少年総合センター

代々木公園
café「杜のテラス」

東京メトロ千代
田線

オリンピックセンター

神楽殿 神宮会館

参拝者駐車場

参拝者駐車場

東池

売店「杜」Annex

一般車両
通行禁止

北池
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原宿口
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